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（目的） 

第 1 条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者につ

いて、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。）に基

づく介護保険サービス（以下「サービス」という。）の提供を行う社会

福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減するこ

とにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。 

（助成対象法人） 

第 2 条 浜田地区広域行政組合管理者（以下「管理者」という。）は、社会

福祉法人等が利用者負担の軽減を行った場合には、当該社会福祉法人等

に助成を行うものとする。 

2  助成の対象となる社会福祉法人等は、利用者負担の軽減を行う旨を島根

県知事及び管理者に申し出た社会福祉法人等とする。 

3  利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用

者負担軽減制度事業実施申出書（様式第 1 号）を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

（軽減対象サービス及び軽減額） 

第 3 条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、社会福祉法人等が実施

する法に基づく次の各号に掲げるサービスについての利用者負担額とし、

軽減の程度は、利用者負担の 4 分の 1（老齢福祉年金受給者は 2 分の 1）

とする。 

⑴ 訪問介護 

⑵ 通所介護 



 

 

⑶ 短期入所生活介護 

⑷ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑸ 夜間対応型訪問介護 

⑹ 地域密着型通所介護 

⑺ 認知症対応型通所介護 

⑻ 小規模多機能型居宅介護 

⑼ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑽ 看護小規模多機能型居宅介護 

⑾ 介護福祉施設サービス 

⑿ 介護予防短期入所生活介護 

⒀ 介護予防認知症対応型通所介護 

⒁ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

⒂ 第 1 号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担

割合が保険給付と同様のものに限る。） 

⒃ 第 1 号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担

割合が保険給付と同様のものに限る。） 

2  前項に規定する利用者負担額は、次の各号に掲げるとおりとし、法に定

める保険給付の対象となるサービスを提供した日に係るものとする。 

⑴ 法に定める当該サービスに要した費用の額から保険者が負担すべき

額（国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加え

て得た額）を控除して得た額 

⑵ 食費、居住費（滞在費）及び宿泊費（介護保険制度における特定入

所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されて

いる場合は、支給後の額）として負担した額（短期入所生活介護、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又

は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費（滞在費）につい

ては、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所

者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。） 

3  前 2 項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、個室の居住費

（滞在費）に係る利用者負担額を対象とし、軽減の程度は、当該利用者

負担の全額とする。なお、平成 25 年 8 月 1 日、平成 26 年 4 月 1 日、平

成 27 年 4 月 1 日、平成 30 年 10 月 1 日、令和元年 10 月 1 日及び令和 2

年 10 月 1 日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者

であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サ



 

 

ービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用

者負担がなかった者のうち、引き続き次条に該当する者について、軽減

の程度を居住費以外にかかる利用者負担については 4 分の 1（老齢福祉年

金受給者は 2 分の 1）を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担

については全額とすることができる。 

（軽減対象者） 

第 4 条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号の要件

を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総

合的に勘案し、生計が困難な者として管理者が認めた者及び生活保護受

給者とする。 

⑴ 年間収入が単身世帯で 150 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 50 万円

を加算した額以下であること。 

⑵ 預貯金等の額が単身世帯で 350 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 100

万円を加算した額以下であること。 

⑶ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

⑷ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

⑸ 介護保険料を滞納していないこと。 

2  前項の規定にかかわらず、介護老人福祉施設入所者のうち、利用者負担

第 2 段階の者及び旧措置入所者で利用者負担割合が 5％以下の者について

は、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合

が 5％以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

については軽減の対象とする。 

（軽減の手続） 

第 5 条 社会福祉法人等から利用者負担の軽減を受けようとする者（以下

「申請者」という。）は、社会福祉法人等利用者負担軽減認定申請書

（様式第 2 号）に、収入申告書（様式第 3 号）、世帯収入申告書（様式

第 3 号の 2）、社会福祉法人等による利用者負担軽減に係る資産等申告書

（様式第 3 号の 3）を添え、管理者に提出しなければならない。 

2  管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、軽

減の可否について社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書（様式

第 4 号）により当該申請者に通知するものとする。 

（確認証） 

第 6 条 管理者は、軽減の認定を受けた者（以下「認定者」という。）に社

会福祉法人等利用者負担軽減確認証（様式第 5 号。以下「確認証」とい



 

 

う。）を交付するものとする。 

2  確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から翌年度の 7

月末日までとする。ただし、前条第 1 項の規定による申請が、4 月 1 日か

ら 7 月 31 日までの間に行われた場合は、当該年度の 7 月末日までとする。 

3  前項の規定にかかわらず生活保護受給者に対する確認証の有効期限の開

始日は、保護開始日の属する月の初日とする。 

4  第 2 項の有効期限到来後引き続き利用者負担の軽減を受けようとする者

は、前条第 1 項の規定による手続をしなければならない。 

（確認証の返還） 

第 7 条 認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還しな

ければならない。 

⑴ 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。 

⑵ 要介護又は要支援の認定を取り消されたとき。 

⑶ 個室を利用している生活保護受給者が個室を利用しなくなったとき。 

⑷ 第 4 条に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

（助成金請求申請） 

第 8 条 利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人等が利用者負担の軽減に

係る助成金の請求をするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減

助成申請書（様式第 6 号）に、社会福祉法人等軽減市町村助成費請求明

細書（様式第 7 号）を添え、管理者に対し助成金請求の申請を行うもの

とする。 

2  助成金の請求期間は、当該年度の 4 月審査分から、翌年の 3 月審査分ま

でとする。 

（助成額） 

第 9 条 助成の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、

当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する 1％を超えた部分とし、

当該法人の収支状況等を踏まえ、その 2 分の 1 を基本としてそれ以下の

範囲内で助成を行う。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定

介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等について

は、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担

収入に対する割合が 10％を超える部分について、全額を助成制度の対象

とするものとする。 

 なお、この助成額の算定については、事業所（施設）を単位として行

うこととする。 



 

 

（助成の可否の決定等） 

第 10 条 管理者は、第 8 条の規定による申請があったときは、その内容を

審査の上、助成の可否を決定し、社会福祉法人等の利用者負担軽減助成

額決定通知書（様式第 8 号）により、その旨を当該申請した者に通知す

るものとする。 

（請求） 

第 11 条 社会福祉法人等が、助成金の交付を受けようとするときは、社会

福祉法人等の利用者負担軽減助成額交付請求書（様式第 9 号）により、

管理者に請求しなければならない。 

（その他） 

第 12 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定め

る。 

附 則 

 （施行期日等） 

1  この告示は、平成 23 年 8 月 1 日から施行し、平成 23 年 4 月 1 日から適

用する。 

（経過措置） 

2  この告示の施行前に、この告示による改正前の社会福祉法人等による利  

用者負担額軽減実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則 

 この告示は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

1  この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この告示の施行前に、この告示による改正前の社会福祉法人等による利

用者負担額軽減実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、こ

の告示による改正後の浜田地区広域行政組合社会福祉法人等による利用

者負担額軽減制度事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

この際、軽減の有効期限について、「平成 28 年 6 月 30 日」となってい

る場合は、「平成 28 年 7 月 31 日」と読み替えるものとする。 

 附 則 

 （施行期日） 



 

 

この告示は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

この告示は、平成 30 年 10 月 1 日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

この告示は、令和元年 11 月 21 日から施行し、この告示による改正後の

浜田地区広域行政組合社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施

要綱の規定は、令和元年 10 月 1 日から適用する。 

 附 則 

この告示は、令和 2 年 10 月 23 日から施行し、この告示による改正後の

浜田地区広域行政組合社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施

要綱の規定は、令和 2 年 10 月 1 日から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

この告示は、令和 3 年 8 月 1 日から施行する。 

 

 


